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０.ＤＣＳ社会保険処理概要 

０－１．ＤＣＳ社会保険処理について 

 

＜目的＞ 

 ・届書（『算定基礎届』『月額変更届』PDFファイル）、電子申請データの作成。 

  ※70歳以上被用者の『算定基礎届』『月額変更届』についてはサービスを 

提供しておりません。 

・新保険料の徴収月に新標準報酬月額へ自動変更（ＤＣＳにて実施）。 

 

＜前提＞ 

・社会保険処理対象月３か月間の給与計算本処理が終了していること。 

・基本的には、社会保険処理対象月の３か月間の給与計算本処理結果から社会保険処理

に必要なデータを取得し、社会保険処理仮処理を実施します。 

 そのため、お客様はその社会保険仮処理結果を確認（訂正）するだけで社会保険処理

が可能です。 

 

＜お客様【必須】作業＞ 

・社会保険処理対象月３か月目（給与本処理終了後）に、PROSRV（『給与計算』－『社

会保険』）の操作として、対象月登録、社会保険処理仮処理結果の確認、社会保険処理

の本処理指示（給与処理とは別に送信が必要）を実施してください。 

 （ただし処理対象者がいない場合は、ＤＣＳにその旨連絡後、本処理指示は不要） 
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０－２．ＤＣＳ社会保険処理の種類 

ＤＣＳの社会保険処理の種類は以下のとおりです。 

処理毎に「PROSRV お客様サイト」より社会保険処理のお申し込みが必要です。 

ただし、（３）毎月随時改定処理（毎月月変処理）の場合、社会保険処理のお申し込みは

初回のみとなります。 

 

（１）定時決定処理（算定処理） 

   ４月・５月・６月の 3 か月間を処理対象月として行う処理です。 

・ 社会保険に加入している全ての従業員が処理対象となります。 

・ 毎年４・５・６月の３か月に受けた報酬の平均額で、その年１年（９月～ 

翌年８月）の標準報酬月額を決定するための処理です。 

・ ４月昇給（降給）等による固定的賃金の変動に伴う随時改定処理（月変処理）

も含みます。随時改定処理に該当する従業員は、「（２）随時改定処理（月変

処理）」が適用されます。 

・ 『算定基礎届』（PDFファイル）、電子申請データを作成します。 

・ 保険料の改定は９月です。 

（実際の徴収月は翌月徴収の場合１０月、当月徴収の場合９月） 

    

（２）随時改定処理（月変処理） 

   随時、3 か月間処理対象月として行う処理です。 

・ 処理対象月 1 か月目に昇給（降給）等による固定的賃金の変動があった従業

員が処理対象となります。 

・ その中で従前報酬月額と２等級以上の差があった方の標準報酬月額を見直す

ための処理となります。 

・ 『月額変更届』（PDFファイル）、電子申請データを作成します。 

・ 随時改定に該当した場合の保険料の改定は固定的賃金が昇給（降給）した月

から４か月目です。 

（実際の徴収月は翌月徴収の場合は、５か月目、当月徴収の場合４か月目） 

例：５・６・７月の随時改定処理の場合の保険料の改定は８月となり、実際

の徴収月は翌月徴収の場合９月、当月徴収の場合８月となります。 

 

（３）毎月随時改定処理（毎月月変処理） 

  （１）定時決定処理と（２）随時改定処理を毎月ご利用になる処理です。 

・ 「PROSRV お客様サイト」より社会保険処理をお申し込みの際、「１．今回の

申込内容」で「毎月随時改定処理を行う（今後、随時改定のお申し込みは不要

です。）」をご選択ください。 

なお、PROSRV での初回処理時にお申し込みいただければ、翌年以降の 

お申し込みは不要です。 
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０－３．ＤＣＳ社会保険処理手順 

ＤＣＳの社会保険処理に必要な＜お客様作業時期＞＜お客様作業＞について 

 

＜お客様作業時期＞ 

各社会保険処理対象月１か月目、２か月目、３か月目、適用月、徴収月は以下のとおり。 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

3月処理 1 2 3 適用 徴収

4月処理 1 2 3 適用 徴収

5月処理 1 2 3 適用 徴収

（１）定時決定処理 1 2 3 適用 徴収

随時改定に該当した場合 1 2 3 適用 徴収

7月処理 1 2 3 適用 徴収

8月処理 1 2 3 適用 徴収

9月処理 1 2 3 適用 徴収

10月処理 1 2 3 適用 徴収

11月処理 1 2 3 適用 徴収

12月処理 1 2 3 適用 徴収

1月処理 1 2 3 適用 徴収

２月処理 1 2 3 適用 徴収

1 ・・・対象月１か月目

2 ・・・対象月２か月目

3 ・・・対象月３か月目

適用・・・新保険料適用月 翌月徴収の場合

徴収・・・新保険料徴収月 　※当月徴収の場合、適用月が徴収月です

（２）随時改定処理

（２）随時改定処理

（

３

）

毎

月

随

時

改

定

社会保険処理

6月処理
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＜お客様作業＞ 

各社会保険処理対象月１か月目、２か月目、３か月目、適用月、徴収月に必要な 

お客様作業は以下の通りです。 

ＤＣＳ作業時期

事
後
確
認
作
業

事
前
準
備

社
会
保
険
処
理
作
業

３か月目給与処理

３－１．〔任意〕社会保険処理事前確認作業
（１）処理対象月給与処理終了の確認
処理対象月3か月間の給与処理が終わっていることを確認
（３か月間全ての給与計算処理が終わっていないと社会保険処
理はできません）

（２）『社保額事前リスト』等の確認
処理対象者や予想標準報酬月額の確認

　〔任意〕３か月目給与にてデータを修正

お客様作業

２－１．〔任意〕社会保険処理に向けての確認、準備作業
『社会保険チェックリスト』などを活用し、社会保険処理をするの
に必要な各種データ（生年月日などの本人情報、健康保険証
番号・厚生年金整理番号など）の確認、整備

２か月目給与処理

１－１．【必須】社会保険処理のお申し込み
（「PROSRV お客様サイト」‐「ユーザメニュー」‐「各種申し込み」

「５．社会保険処理」よりお申し込み可能）

「（１）定時決定処理（算定処理）」「（２）随時改定処理（月変
処理）」の場合は、実施したい社会保険処理毎にお申し込み
（毎回お申し込みが必要）

※「（３）毎月随時改定処理」の場合は、初回処理時のみお
申し込み（毎年ではありません）

社会保険処理受付

社会保険処理

３－３．〔任意〕社会保険本処理結果の確認
『社会保険　年間スケジュール表』の「データ送信日（IN）」２営業
日後より、社会保険本処理結果、電子申請データ、届書（算定
基礎届・月額変更届）の作成が可能

３－４．【必須】電子申請データ、もしくは届書を各機関
　　　　　　　　　へ提出
提出期限までに各機関（健康保険組合、年金事務所等）に届
書、もしくは、電子申請データ（※）を作成し、提出（送信）
（※）届書、もしくは、電子データは、お客様にて、『社会保険　年間スケ
ジュール表』の「IN（データ送信日）」２営業日後以降にPROSRVよりダウ
ンロード可能

各
機
関
提
出

４－１．〔任意〕社会保険処理結果反映を確認
『新保険料一覧表』などで変更予定の新社会保険料を確認
し、従業員様へ新社会保険料を通知

３－２．【必須】社会保険処理PROSRVの操作
                    （次ページ参照）
（１）対象月登録、（２）仮処理結果の確認、（５）本処理計算指
示（給与処理とは別に本処理送信が必要）を実施

適用月給与処理
（当月徴収の場合、

社会保険処理）

５－１．〔任意〕PROSRV給与処理にて確認
新社会保険料の徴収月の給与にて、仮処理を実施後、新標
準報酬月額と新保険料に変更されていることを確認
（給与入力画面「業務共通」は変更されていませんので、仮処
理結果から確認）

徴収月給与処理
（当月徴収の場合、
適用月が徴収月）

修正
    

社保
データ

2か月目給与

処理終了後

ダウンロード

可能

3か月目給与

データ送信

月額訂

正データ

徴収月給与

データ送信

社保デー

タ送信

1か月目

２か月目

３か月目

適用月

徴収月

お申し込み

社会保険

チェクリスト

社保額事前

リスト

3か月目給与

処理終了後

ダウンロード

可能

電子申請

データ／

届書

新保険料一

覧表

社会保険本

処理終了後

ダウンロード

可能

社会保険適

用月にダウン

ロード可能
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３－２．【必須】社会保険処理 PROSRV の操作 
処理対象月３か月目給与本処理翌営業日より作業可能です。 

   （１）対象月登録、（２）仮処理結果の確認、（５）本処理計算指示（給与処理と

は別に本処理送信が必要）を実施してください。 

 

（１）【必須】対象月登録 
「20XX/XX（給与）」対象月３か月目の給与支給年月を登録  

   

 （２）【必須】仮処理結果の確認                
     ・仮処理結果の社会保険仮処理結果確認事項を確認 

・仮処理結果をエクセルで一覧にして出力し確認（『その他』－『外部出力』） 

      （（２）－２．データをエクセルに出力して一覧で確認（『外部出力』） 

＜仮処理確認用定義の作成方法＞参照して定義を作成） 

 

社会保険仮処理結果確認事項 

★ステータス（処理結果区分） 

☆１ 改定後の月額（決定後（改定後）の標準報酬月額（健保・厚年）） 

☆２ 対象額等（１～３か月目支払基礎日数・金銭による額、現物による額、合計額等） 

 

（３）〔任意〕データの入力（修正）／チェックリスト出力  
   （２）仮処理結果の確認後データに修正、変更がある場合はデータ入力（修正） 

          

 （４）〔任意〕仮処理計算指示  
    仮処理を実施（（３）データ入力（修正）があった場合）         

 

 （５）【必須】本処理計算指示／本処理結果の確認 
    『社会保険年間スケジュール 20XX年分』（「PROSRVお客様サイト」‐「各種ドキ

ュメント」‐「処理スケジュール（社会保険・私学共済・地方税）」よりダウン
ロード可能）の「ＩＮ（データ送信日）」の日に本処理計算指示を実施 

 

   ※ 社会保険処理対象者がいない（電子申請データ／届書作成対象者なし）場合 

本処理計算指示の必要はないが、電話にて「社会保険処理対象者なし」の連絡   
をする。 

（センター運用部 業務運用第２グループ 給与チーム 03-3820-5612） 

 

『給与計算』－『社会保険』 

 

『給与計算』⇒『社会保険』メニ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

（３） 
（２）（５） 

（４）（５） 

電子申請データ

作成 
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１.処理対象月 1 か月目作業（定時決定時は４月） 

１－１．【必須】社会保険処理のお申し込み 

「（１）定時決定処理（算定処理）」「（２）随時改定処理（月変処理）」の場合 

実施したい社会保険処理のお申し込みをしてください（毎回お申し込み）。 

※「（３）毎月随時改定処理（毎月月変処理）」の場合 

PROSRV での初回処理時（毎年ではありません）のみお申し込みください。 

・社会保険処理のお申し込みは、「PROSRV お客様サイト」よりお申し込み可能です。 

・申し込み期限は、処理対象期間の１か月目２５日（定時決定の場合は４月２５日）まで   

です。 

「PROSRV お客様サイト」-「ユーザメニュー」‐「各種申し込み」「５．社会保険処理」 

 

 

２ 

1 か月目 

１ 

こちら をクリック 
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①「１．今回の申込内容」 

 以下、３つの処理より今回の処理内容を選択してください。 

〇随時改定 ･･･ 随時改定処理（月変処理）の場合は年月を記入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇定時決定 ･･･ 定時決定処理（算定処理）４･５･６月の場合は年度を記入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇毎月随時改定を行う ･･･ 毎月随時改定処理（毎月月変処理）をご利用のお客様は 

こちらを選択。 

（初回処理時にお申し込みいただければ、次回処理以降お申し込みは不要です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

②「２．処理スケジュール」 

以下、３つの処理スケジュールからご都合のよいものを選択してください。 

  〇対象３カ月最終月の２０日（非営業日の場合、翌営業日）⇒定時決定の場合６月２０日 

  〇対象３カ月最終月の２５日（非営業日の場合、翌営業日）⇒定時決定の場合６月２５日 

  〇対象３カ月最終月の最終営業日  

・具体的なスケジュールについては『社会保険 年間スケジュール表』を参照ください。

（「PROSRV お客様サイト」‐「各種ドキュメント」‐ 

「処理スケジュール（社会保険・私学共済・地方税）」よりダウンロード可能） 

・「データ送信日（ＩＮ）」は「本処理日（ＵＰ）」の前営業日となります。 

・電子申請データ、届書（『算定基礎届』『月額変更届』PDFファイル）の作成は、「IN（デ

ータ送信日）」２営業日後より可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜スケジュールの決定の具体例＞ 

  6/17 ６月給与本処理日  6/25 ６月給与支給日  7/10 届出書提出締切日 の場合 

   ↓ 

②「対象３カ月最終月の２５日（非営業日の場合、翌営業日）」のスケジュールを選択すると、 

 6/24 社会保険処理データ送信日（IN2）  

6/26 電子申請データ、届書（『算定基礎届』『月額変更届』PDFファイル）の作成が可能 

 

 

 

 

 

 

※６月給与の本処理結果、社会保険の仮処理結果等をご確認いただく時間を考慮いただき、 

ご都合のよい日程を３つのいずれかからご選択ください。 

①  
② 

 

③ 
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２．処理対象月２か月目作業（定時決定時は５月） 

２－１．〔任意〕社会保険処理に向けての確認、準備作業 

  社会保険処理をするのに必要な各種データ（生年月日などの本人情報、健康保険証番

号・厚生年金整理番号）などの確認、整備をします。２か月目（定時決定時は５月）

給与本処理終了後、『社会保険チェックリスト』を使用して確認することもできます。 

『社会保険チェックリスト』 

 ・２か月目の給与本処理終了後に『その他』－『電子帳票』－「電子帳票」「帳票ダウン

ロード」よりダウンロード可能です。 

・現在の社会保険に関する属性情報、月額・保険料のチェック資料です。 

・内容確認後、訂正する場合は、３カ月目（定時決定時は６月）給与処理時に入力して

ください。 

・表示対象者は、全員（社会保険非加入者の方も含む）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜確認ポイント＞「備考」に「☆エラーあり☆」表示のある方を確認してください。 

 エラー内容 エラー理由 訂正画面 訂正方法 

① 報酬月額・ 

保険料の欄 

「********」 

標準報酬月額について健康保

険と厚生年金とで異なった標

準報酬月額が登録されている 

『給与計算』- 

『給与』「業務共

通」 

正しい月額を入力してくださ

い 

② 各保険番号 

の欄 

「----------」 

各保険番号の登録がない、ある

いは、各保管番号の登録に不備

がある 

『人事管理』- 

『人事』「社会保

険基本情報」 

正しい健康保険証番号、厚生

年金整理番号、厚生年金加入

員番号を入力してください 

③ 生年月日 

の欄 

「********」 

生年月日が正しく登録されて

いない 

『人事管理』- 

『人事』「人事基

本情報」 

正しい生年月日を入力してく

ださい 

＜データ訂正時の注意点＞社会保険処理では訂正できない項目があり、算定対象月３か月

目給与計算処理時に『人事管理』－『人事』、『給与計算』－『給与』にて修正が必要 

訂正したい項目 給与計算時の訂正画面 

カナ氏名  

『人事管理』－『人事』－「人事基本情報」 性別 

生年月日 

各保険番号の削除（番号変更は可能） 『人事管理』－『人事』－「社会保険基本情報」 

事業所番号（健康保険・厚生年金社保番号） 『給与計算』－『給与』－「制御情報」 

２か月目 
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３．処理対象月３か月目作業（定時決定時は６月） 

３－１．〔任意〕社会保険処理事前確認作業 

（１）〔任意〕対象月給与処理結果反映確認 

・社会保険処理対象期間３か月の給与すべてが本処理まで終了していないと社会保

険処理を行うことができません。３カ月の給与処理（定時決定時は６月）が本処理

まで終了していることを確認します。 

・３か月目の給与（定時決定時は６月）が本処理まで終了したことにより、社会保

険仮処理結果が自動で反映されます。 

 

『給与計算』－『給与』－「結果メッセージ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 社会保険処理対象期間の３か月目（定時決定時は６月）給与の本処理結果が反映され

る前に、社会保険データを入力（修正）することはできません。 
 

 

 

 

 

例：４・５・６月が対象の定時決定処理の場合 
 

 ６月給与の本処理結果までが反映されて 

いることをご確認ください。 

３か月目

か月目 
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（２）〔任意〕『社保額事前リスト（社保本処理前.xls』の確認 

・社会保険処理対象期間３か月の給与本処理結果から、社会保険仮処理を行った場合の

予想結果を確認するための資料です。 

・社会保険処理対象期間３か月目給与（定時決定時は６月）本処理反映後、『社保額事前

リスト（社保本処理前.xls』を出力することが可能です。 

・出力対象者は、定時決定処理時は社会保険に加入している方（保険番号に登録がある

方）、随時改定処理時は初月に固定的賃金に昇給（降給）のある方です。 

・社会保険処理対象期間３か月目給与（定時決定時は６月）本処理反映後より出力可能

（社会保険仮処理を行うと内容が更新されます） 

 

『社保額事前リスト（社保本処理前.xls』 

『その他』－『外部出力』－「データ出力」「ファイル作成指示」 

・標準提供パターン表示に☑ 

・「D26 社保額事前リスト（社保本処理前」に☑し、「作成」ボタンを押下 

 

『社保額事前リスト（社保本処理前.xls』 

 
  

 
 

 

省略 

続く 

①  

②  ③  
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＜確認ポイント＞ 

処理結果区分・社会保険対象額・予想標準報酬月額の確認をしてください。 

① 処理結果区分  

  処理結果区分が S（D）（算定基礎届）か G（月額変更届）の場合のみ、電子申請デ

ータ、届書が作成されます。 

  S（D）か G 以外の場合は、電子申請データ、届書が作成されませんので、作成が必 

要な場は、データの修正をしてください。（A と B はエラーです） 

詳細は、「３－２．【必須】社会保険処理 PROSRVの操作」「（２）【必須】仮処理結果確

認」参照してください。 

 

② 社会保険対象額 

毎月の月例給与で計算されている社会保険対象額が正しいかご確認ください。 

 

③ 予想標準報酬月額 

給与結果から仮に社会保険処理を行った場合の予想標準報酬月額を表示しています。 

  随時改定処理の場合、支払基礎日数が１７日未満の月が１か月以上ある場合、ブラ 

ンクとなります。 

 

 



15 

３－２．【必須】社会保険処理 PROSRV の操作 

【必須】
（２）【必須】仮処理結果確認

（５）【必須】本処理計算指示

本処理結果の確認

（３）〔任意〕データ入力（修正）

チェックリスト出力

（４）〔任意〕仮処理計算指示

社会保険処理RPOSRVの操作 フロー

いずれかの方法にて確認

・画面で従業員ごとにデータ額認

・データをエクセルに出力して一覧で確

OK

いいずれかの方法にて確認

・個人別入力

・ファイル取込指示

NG

（１）【必須】対象月登録
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（１）【必須】対象月登録 

・社会保険処理対象期間の３か月目（定時決定時は６月）を選択し更新します。 

 

『給与計算』－『社会保険』－「対象月登録」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「対象年月」に社会保険対象期間３か月目の給与支給年月を選択します。 

  （４・５・６月が対象の定時決定時は「20XX/06（給与）」を選択） 

 

②「更新」ボタンを押下します。 

 （「更新」ボタンの押下漏れにご注意ください） 

 

 

対象年月を選択すると、対象の処理３か月が表示されます。 

定時決定の場合、「04 月-05 月-06 月が対象です。」 

 

１ 

２ 
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エラー
有無

ステータス 内容
届書作成

有無
保険料の
自動変更

対応方法

Ｓ
算定基礎届作成対象者
（算定＝Ｓ）【※１】

Ｇ
月額変更届作成対象者
（月変＝Ｇ）【※１】

Ｃ

＜4･5･6月以外の月変のみのステータス＞
支払基礎日数が１７日未満(※）の月があるor２等
級以上の差がないため随時改定に該当しない
（※）短時間労働者は１１日未満

× ×

Ｄ
５（６）月昇給があり、月変見込み者として算定基
礎届を作成する

〇
×

【※３】

Ｉ
育児休業等終了時月額変更処理対象者
(育児＝Ｉ)【※２】

× ○

Ｕ
産前産後休業等終了時月額変更処理対象者
(産前産後＝Ｕ)【※２】

× ○

０
（ゼロ）

今回の社会保険処理対象外者（社会保険非加入者）
（保険番号と月額すべてに登録がないor
　対象者区分のチェックを外した場合）

× ×

Ａ 標準報酬月額が料額表に存在しない × ×
「従前報酬月
額」にて修正

Ｂ 各種保険番号の登録がない × ×
各種「保険番
号」にて修正

【※１】 健康保険加入・厚生年金非加入（70～75歳）でも、厚生年金整理番号と厚年月額の登録がある場合、厚生年金の
　　　　 届作成対象者として処理されてしまいますので、従前報酬月額の厚生年金をクリア（ブランク）にしてください。
          この場合の厚生年金のステータスは「A」となりますが、問題ありません。
【※２】 詳細な入力方法は、『社会保険処理説明資料FAQ集』をご覧ください。
【※３】 567月、678月の随時改定処理をご利用になった場合は、保険料の自動変更をします。

必
要
が
あ
れ
ば
修
正

エラー

正
常
終
了

○ ○

（２）【必須】仮処理結果確認 

・いずれかの方法にて社会保険仮処理結果確認事項を確認してください。 

・画面で従業員ごとにデータ確認  

（２）－１．画面で従業員ごとにデータ確認（「計算結果情報」）参照 

   ・データをエクセルに出力して一覧で確認 

    （２）－２．データをエクセルに出力して一覧で確認（『外部出力』）参照 

・社会保険処理対象月３か月目の給与本処理が終了すると、社会保険処理の仮処理結

果が自動的に反映し、社会保険仮処理結果を確認することが可能になります。 

（初回確認時は（「（４）仮処理計算指示」をしなくても確認可能） 

・「（３）データ入力（修正）」をした場合は、「（４）仮処理計算指示」をしてから、仮処

理結果の確認をしてください。 

社会保険仮処理結果確認事項 

★ステータス（処理結果区分） 

☆１ 改定後の月額（決定後（改定後）の標準報酬月額（健保・厚年）） 

☆２ 対象額等（１～３か月目支払基礎日数、金銭による額、現物による額、合計額等） 

★ステータス（処理結果区分）とは？ 

  ・ステータスが S（D）か G の場合のみ、電子申請データ、届書が作成されます。 

  ・ステータスが S（D）か G 以外の場合は、電子申請データ、届書が作成されませ

んので、作成が必要な場合は、データの修正をしてください。 
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（２）－１．画面で従業員ごとにデータ確認（「計算結果情報」） 

『給与計算』－『社会保険』－「結果メッセージ」「計算結果情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給年月日が「20XX/XX/XX」、作成元が「P 給与」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『給与計算』－『社会保険』－「結果メッセージ」 

社会保険処理で確認してもらいたい内容をメッセージとして表示しますので確認してく

ださい。 

「メッセージ件数」がない（０件）の場合は、以下のような画面表示となります。 

 

例：４・５・６月が対象の定時決定処理の場合 

支給年月日 ⇒ 20XX/06/XX（６月給与支給日） 

対象年月  ⇒ 20XX/06 

処理内容  ⇒ 0 仮処理 

作成元   ⇒ P 給与（社会保険の仮処理をすると K） 

「メッセージ件数」が０件ではない場合、

「選択」より内容をご確認ください。 
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『給与計算』－『社会保険』－「社会保険結果情報」 

社会保険処理結果を表示しますので、社会保険仮処理結果確認事項を中心に確認してくだ

さい。 

社会保険仮処理結果確認事項 

・★ステータス  

「３－２．【必須】社会保険処理 PROSRVの操作」「（２）【必須】仮処理結果確認」参照 

・☆１ 改定後の月額（決定後（改定後）の標準報酬月額（健保・厚年）） 

・☆２ 対象額等（１～３か月目支払基礎日数、金銭による額、現物による額、合計額等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆１ 

☆２ 

★ステータス 
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（２）－２．データをエクセルに出力して一覧で確認（『外部出力』） 

『その他』－『外部出力』にて社会保険結果のデータを出力し、エクセルデータで結果を

確認してください。 

 

※「ファイル作成指示」画面にて、仮処理データの出力定義が存在しない場合は、＜仮処

理確認用定義の作成方法＞（３ページ後参照）で作成ください。１度出力定義を作成して

いただければ、以後作成する必要はありません。 

 

『その他』－『外部出力』－「ファイル作成指示」 

 

・ファイルを作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「標準提供パターン表示」のチェックは不要です。 

（チェックがついている場合は外してください） 

・ 作成したい出力ファイル「最新・社会保険仮処理結果」（お客様ごとに名称は異な

る）にチェックを付け「作成」ボタンを押下します。 
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『その他』－『外部出力』－「ファイルダウンロード」 

 

 

 

 

 

 

 ・ 「ダウンロード」にファイルが出力されます。 

 

 

・出力ファイル（例） 

  「外部出力項目一覧」は、次ページ参照。 

 

 

 

 ★ステータス（処理結果区分） 

   ＝「健保社保処理結果区分」「厚年社保処理結果区分」「基金社保処理結果区分」 

「３－２．【必須】社会保険処理 PROSRVの操作」「（２）【必須】仮処理結果確認」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ステータス 

省略 
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社会保険仮処理結果確認事項  

外部出力結果にて★ステータス、☆１改定後の月額、☆２対象額等の確認してください。 

出力項目 説明 出力項目 説明

A 対象年月 AB 旧厚生年金・長期掛金

B 社員番号 BB 旧厚生年金基金

C 表示氏名 BC 健保随時改定予定区分

D 健保会社番号 BD 厚年随時改定予定区分

E 健保社保コード BE 基金随時改定予定区分

F 厚年会社番号 BF 健保改定予定月

G 厚年社保コード BG 厚年改定予定月

H 健保社保処理結果区分 BH 基金改定予定月

I 厚年社保処理結果区分 BI 適用年月元号

J 基金社保処理結果区分 BJ 適用年月年

K 健康保険証番号 BK 適用年月月

L 厚生年金整理番号 BL 定時_修正平均額

M 厚生年金基金加入員番号 BM 被保険者区分 一般=０/パート=１/短時間=２

N 生年月日元号コード ５＝昭和、７＝平成 BN 健保決定後標準報酬月額

O 生年月日(年月日) BO 厚年決定後標準報酬月額

P カナ氏名_戸籍 BP 基金決定後標準報酬月額

Q 漢字氏名_戸籍 BQ 健保決定後等級

R
性別種別区分

１＝基金非加入男性、２＝基金非加

入女性　５加入男性、６加入女性
BR

厚年決定後等級

S 健保従前報酬月額 BS 基金決定後等級

T 厚年従前報酬月額 BT 定時_備考遡及支払額

U 基金従前報酬月額 BU 定時_備考昇降給差月額

V 健保従前等級 BV 定時_備考昇給月元号

W 厚年従前等級 BW 定時_備考昇給月年

X 基金従前等級 BX 定時_備考昇給月月

Y 健保従前改定月元号 BY 定時_作成原因 予備欄

Z 健保従前改定月年 BZ 定時_新健康保険・短期掛金

AA 健保従前改定月月 CA 定時_新介護保険

AB 厚年従前改定月元号 CB 定時_新厚生年金・長期掛金

AC 厚年従前改定月年 CC 定時_新厚生年金基金

AD 厚年従前改定月月 CD 改定年月元号 9＝令和（7＝平成）

AE 基金従前改定月元号 CE 改定年月年

AF 基金従前改定月年 CF 改定年月月

AG 基金従前改定月月 CG 随時_修正平均額

AH 算定対象月_前３ CH 健保改定後標準報酬月額

AI 算定対象月_前２ CI 厚年改定後標準報酬月額

AJ 算定対象月_前１ CJ 基金改定後標準報酬月額

AK 支払基礎日数_前３ CK 健保改定後等級

AL 支払基礎日数_前２ CL 厚年改定後等級

AM 支払基礎日数_前１ CM 基金改定後等級

AN 金銭報酬月額_前３ CN 随時_備考遡及支払額

AO 金銭報酬月額_前２ CO 随時_備考昇降給差月額

AP 金銭報酬月額_前１ CP 随時_備考昇給月元号

AQ 現物報酬月額_前３ CQ 随時_備考昇給月年

AR 現物報酬月額_前２ CR 随時_備考昇給月月

AS 現物報酬月額_前１ CS 随時_作成原因 予備欄

AT 合計報酬月額_前３ CT 随時_新健康保険・短期掛金

AU 合計報酬月額_前２ CU 随時_新介護保険

AV 合計報酬月額_前１ CV 随時_新厚生年金・長期掛金

AW 総計 CW 随時_新厚生年金基金

AX 平均額 CX 届遡及支払月（定時）

AY 旧健康保険・短期掛金 CY 届遡及支払月（随時）

AZ 旧介護保険

届書備考欄印字事項

★ステータス

☆１　定時決定後の報酬月額

給与処理にて現状登録されている各

月額。社保入力画面より訂正があっ

た場合、入力値がセットされます。

届書備考欄印字事項

前回の社保処理年月

DCSでの社保処理が初めてで、画面

での入力がなかった場合、何もセット

されません。

☆１　随時改定後の報酬月額

☆２

前３＝1か月目

前２＝2か月目

前１＝3か月目

 

☆１ 改定（決定）後の月額は、定時決定該当者は BN 列以降、随時改定該当者は CH 以降を確認 

☆２ 

★ステータス 

☆１ 

☆１ 
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＜仮処理確認用定義の作成方法＞ 

仮処理結果確認用に定義を複製（コピー）し、外部出力定義を新規で作成をします。 

 一度作成いただいている場合は、「社会保険仮処理結果（最新）」を確認するための外部

出力用の定義が既にありますので再度作成は不要です。 

 

『その他』－『外部出力』－「ファイル設定」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「標準提供パターン表示」にチェックをつけます。 

・「D02 最新・社会保険本処理結果」を「複製」し、仮処理用を作成します。 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「対象情報」に「社会保険仮処理結果（最新）」を選択します。 

・ 定義 ID（省略可能）、 定義名「最新・社会保険仮処理結果」と入力します。 

 ・「更新」ボタンを押下します。 

 

『その他』－『外部出力』－「出力ファイル作成指示」 

・新たに作成した「最新・社会保険仮処理結果」ファイルを作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「標準提供パターン表示」のチェックは不要です。 

（チェックがついている場合は外してください） 

・ 作成したい「出力ファイル」にチェックを付け「作成」ボタンを押下します。 

・「出力条件設定」は必要があれば設定してください。 

例：定義名を「最新・社会保険仮処理結果」

にします。 

 

例：定義 ID を「001」（半角英数字）に

します。（省略も可能） 
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（３）〔任意〕データ入力（修正）／チェックリスト出力 

・「（２）仮処理結果確認」後、データ入力（修正）がない場合は、この「（３）データ

入力（修正）」の手順は不要です。 

・社会保険処理では、各対象月の給与本処理結果データを自動的に使用しますので、

給与本処理結果に修正がない場合にはデータ入力（修正）は不要です。 

データ修正が必要な場合、必要な箇所を入力（修正）してください。 

修正が必要になるケースについては、別紙『社会保険処理説明資料 FAQ 集』をご参

照ください。 

・「（２）仮処理結果確認後」、仮処理結果に修正が必要な場合のみいずれかの方法にて   

データを入力（修正）してください｡ 

・「個人別入力」（従業員ごとに画面入力） 

    （３）－１．「個人別入力」（従業員ごとに画面入力）参照 

・「ファイル取込指示」（一括でまとめて外部取込） 

（３）－２．「ファイル取込指示」（一括でまとめて外部取込）参照 

・データ入力（修正）した内容は、「チェックリスト出力」にて確認することが可能です。 

 

＜データ入力（修正）方法＞ 

・「（２）仮処理結果確認」後、結果を修正したい場合の具体的な入力（修正）方法に

ついては別紙『社会保険処理説明資料 FAQ 集』をご参照ください。 

・「個人別入力」画面（次ページ）には、給与本処理結果データが自動的に表示されて

いますので、修正が必要な場合のみデータを入力（修正）してください。 

社会保険対象額の１か月目、２か月目、３か月目については画面に表示されていませ

んが、加算（減算）したい金額を「金銭支給調整額」「現物支給調整額」に入力し調

整することができます。 

 

 

『給与計算』－『社会保険』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）－１ 個人別入力 

（３）－２ ファイル取込指示 

（３）－３ チェックリスト出力 
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（３）－１．「個人別入力」（従業員ごとに画面入力） 

＜入力画面＞(『給与計算』－『社会保険』－「定時決定･随時改定情報」) 

従業員ごとにデータを入力（修正）することができる画面です。 

１か月目、２か月目、３か月目の給与本処理結果データが自動的に表示されています 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜入力画面＞説明とデータ訂正方法(定時決定の場合、前 3 月=4 月,前 2 月=5 月,前 1 月=6 月) 

入力画面名 入力画面初期表示内容 データ訂正方法等
自動セットの

有無

① 対象者区分

今回の社会保険処理対象者にチェックが自動表示
定時決定：在職者で各保険の各種保険番号の登録がある方
随時改定：在職者で対象月の初月に固定的賃金に昇(降)給が
発生した方

チェックを外すと今回の社会保険処理対象外となる
チェックを付けると今回の社会保険処理対象者となる

② 各種保険番号（※１）
現在登録のある健康保険証番号/厚生年金整理番号/基金加入
員番号を表示

各種番号を変更・追加する場合、入力する（ただし、非加入の
場合でも、番号をクリア（削除）することはできません）

③ 従前報酬月額（※１） 従前の標準報酬月額を表示
従前の標準報酬月額を変更・追加する場合に入力する（月額
をクリア（削除）すると処理対象外となります）

④ 従前報酬改定年月
従前報酬改定年月を表示（DCSにて自動変更された前回の社会
保険処理改定年月）

従前報酬改定年月を変更・追加する場合入力する
・電子データをご利用の場合、DCS社保処理が初めての場

合、ブランク表示となりますので入力が必要

あり（前回の
社会保険処
理）

算定対象月ごとに以下のように表示し、被保険者区分と支払基
礎日数を基に、報酬月額の対象にするか判断
０：一般の被保険者
（１：パート扱いする被保険者、２：短時間労働者以外）

１：パート扱いする被保険者、２：短時間労働者以外の場合

１：パート扱いする被保険者
（『給与計算』-『給与』-「給与基本情報」「雇用形態」が「４ パー
ト」の場合）

算定対象月３ヶ月のうち、１ヶ月でも「パート扱いする被保険
者」の登録がある場合に表示

２：短時間労働者
 （『人事管理』-『人事』-「社会保険基本情報」「短時間労働者」
が「１該当」の場合）

算定対象月３ヶ月ともすべて「短時間労働者」の登録がある場
合に表示

⑥ 支払基礎日数 支払基礎日数を表示 支払基礎日数を変更・追加する場合に入力する
あり（給与処
理）

⑦ 現物支給調整額
ブランク（表示なし）
現在の社会保険の現物支給対象額を表示している箇所ではな
く、調整があった場合の入力欄

社会保険の現物支給対象額を変更する場合、加減算にて調
整入力する

なし

⑧ 金銭支給調整額
ブランク（表示なし）
現在の社会保険の金銭支給対象額を表示している箇所ではな
く、調整があった場合の入力欄

社会保険の金銭支給対象額を変更する場合、加減算にて調
整入力する

なし

⑨ 昇(降)給差の月額
固定的賃金に昇降給があった場合（給与処理時に自動的に判
断）、昇降給した月に昇降給額を表示

表示されている昇降給額を変更する場合に入力する（入力が
ある場合、随時改定見込み者として処理をします）

あり（給与処
理）

⑩ 通常給外の報酬
遡及支払額を変更する場合、入力する（差額処理を行ってい
なくても、データの修正は可能です）

⑪ 賃金カット額

ストライキ等によって賃金カットがあった場合に入力する（遅
刻・早退・欠勤等によるカットは含みません）
育児（産前産後）休業等終了時月額変更処理対象者としたい
場合の入力欄としても使用

⑫ 修正平均戻入額
⑩のうち、修正平均額算出時に戻し入れなくてはいけない額
を変更・追加する場合に入力する

あり（給与処
理）

社会保険対象月３か月間にDCSでの差額処理があった場合は、
該当金額を表示

あり（差額処
理）

⑤ 被保険者区分（※１）
あり（給与処

理）

 

② ① 

③ ④ 

⑥ 

⑧ ⑦ 

⑨ ⑩ 

⑫ ⑪ 

⑤ 
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＜結果画面＞（『給与計算』－『社会保険』－「計算結果情報」） 

前ページ＜入力画面＞にデータを入力すると、以下のとおり＜結果画面＞に表示されま   

す。 

★ステータス 

「３－２．【必須】社会保険処理 PROSRVの操作」「（２）【必須】仮処理結果確認」参照 

  

＜入力画面＞と＜計算結果＞画面（外部出力エクセルファイル）の関係 

入力画面名 計算結果画面 外部出力エクセルファイル

① 対象者区分 ①
★ステータス
S（算定処理対象者）・G（随時改定処理対象者）の場合が、
処理対象者

健保社保処理結果区分（H列）、厚年社保処理結果区分（I列）、基金社
保処理結果区分（J列）、

② 各種保険番号（※１） ② 各種保険番号
健康保険証番号（K列）、厚生年金整理番号（L列）、厚生年金基金整
理番号（M列）

③ 従前報酬月額（※１） ③ 健保（厚年）の従前
健保従前報酬月額（S列）、厚年従前報酬月額（T列）、基金従前報酬

月額（U列）、

④ 従前報酬改定年月 ④ 従前改定年月 健保従前改定月元号（Y列）～基金従前改定月月（AG列）

⑤ 被保険者区分（※１） ⑤ 被保険者区分 被保険者区分（BM列）

⑥ 支払基礎日数 ⑥ 支払基礎日数 支払基礎日数前３（AK列）～支払基礎日数前１（AM列）

⑦ 現物支給調整額 ⑦’ 現物による額（現物支給調整額の調整後の金額を表示） 現物報酬月額前３（AQ列）～現物報酬月額前１（AS列）

⑧ 金銭支給調整額 ⑧’ 金銭による額（金銭支給調整額の調整後の金額を表示） 金銭報酬月額前３（AN列）～金銭報酬月額前１（AP列）

⑨ 昇（降）給差の月額 定時-昇（降）給差の月額（BU列）、随時-昇（降）給差の月額（CO列）

⑨’ 昇（降）給月
定時_備考昇給月元号（BV列）～定時_備考昇給月月（BX列）
随時_備考昇給月元号（CP列）～随時_備考昇給月月（CR列）

⑩ 通常給外の報酬 ⑩’ 遡及支払額
⑩(通常給外の報酬前３～１)－⑫(修正平均戻入額前３～１)

定時_備考遡及支払額（BT列）、随時_備考遡及支払額（CN列）

⑪ 賃金カット額

⑫ 修正平均戻入額
⑫’ 修正平均（調整後の金額を表示）

昇(降)給差の月額⑨

定時_修正平均額（BL列）、随時_修正平均額（CG列）

 

「〇’」がついている項目は＜入力画面＞で入力した値を反映し＜結果画面＞に表示され

る箇所 

 

 

 

 

② 

④ 

③ 

⑨ 

⑨’ 

⑥’ 

⑤ 

⑨ 

⑩’ 

 

 

★ステータス 

⑧’ 

⑨’ 

① 

⑩’ 

⑫’ 

⑫’ 

⑦’ 
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（※１）②各種保険番号 ③従前報酬月額 ⑤被保険者区分について 

社会保険処理時に②各種保険番号 ③従前報酬月額 ⑤被保険者区分のデータを修正

した場合は、社会保険処理時のみ反映されます。『人事管理』－『人事』、『給与計算』

－『給与』での変更もしないとデータは変更されません。 

社会保険処理で訂正した項目 訂正が必要な画面 

② 各種保険番号 『人事管理』-『人事』-「社会保険基本情報」 

③ 従前報酬月額 『給与計算』-『給与』-「業務共通」 

⑤ 被保険者区分 ・短時間労働者 

 『人事管理』-『人事』-「社会保険基本情報」-「短時間労働者」 

・パート扱いする被保険者 

 『給与計算』-『給与』-「給与基本情報」-「雇用形態」 

『人事管理』－『人事』－「社会保険基本情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『給与計算』－『給与』－「給与基本情報」「雇用形態」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『給与計算』－『給与』－「業務共通」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

② 

② 

⑤ 

⑤ 

③ 
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（３）－２．「ファイル取込指示」（一括でまとめて外部取込） 

・複数名の従業員を一括でまとめて入力する場合は、以下レイアウトでエクセルデータを

作成し外部取込を行ってください。 

 （（３）－１．「個人別入力」より従業員ごとに画面入力する項目と入力の項目内容は同

じです） 

・雛形は「PROSRV お客様サイト」‐「ダウンロード」‐「PROSRV on Cloud」- 

 「書式・ファイル集」‐「外部取り込みファイル」‐「給与系」よりダウンロード可能 

 です。 

「PAY016_ShakaiHoken.xls 社会保険情報」 

項目名

お
客
様
番
号

給
与
会
社
番
号

区
分

支
給
年
月
日

処
理
種
別

処
理
種
別
分
類

社
員
番
号

社
保
対
象
区
分

健
康
保
険
証
番
号

厚
生
年
金
整
理
番
号

厚
生
年
金
基
金
加
入
員
番
号

健
保
従
前
報
酬
月
額

厚
年
従
前
報
酬
月
額

健
保
従
前
報
酬
改
定
年
月

厚
年
従
前
報
酬
改
定
年
月

支
払
基
礎
日
数
_

前
３
月

説明 ﾚｲｱｳﾄID yyyy/mm/dd
左詰

前ゼロ要

桁数 4 3 6 10 1 2 12 1 10 10 10 4 4 6 6 3

必須 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● △

初期値
給与使用
全半角 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半

SAMPLE A000 001 PAY016 000012 00
ﾍｯﾀﾞﾚｺｰﾄﾞ A B C D E F G H I J K L M N O P

A000 001 PAY016
A000 001 PAY016
A000 001 PAY016
A000 001 PAY016
A000 001 PAY016
A000 001 PAY016
A000 001 PAY016
A000 001 PAY016
A000 001 PAY016
A000 001 PAY016

 

① 月額データの取込は、４桁（千円単位）で行ってください。 

  （例：○「0320」×「320」） 

② 届出書を電子申請データにて提出する場合は、「健保従前報酬改定年月」「厚年従前

報酬改定年月」の登録が必要です。初めてＤＣＳで社会保険処理をご利用になる場

合はご登録をお願いします。 

 

・取込手順は給与処理等と同じ操作になります。 

『給与計算』－『社会保険』－「取込ファイル設定」「ファイル取込指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①    ② 
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『給与計算』－『社会保険』－「取込ファイル設定」 

・取込定義を作成します。（取込レイアウトは「PAY016 社会保険情報」を選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『給与計算』－『社会保険』－「ファイル取込指示」 

・対象ファイルの「参照」ボタンより、作成したファイルを選択し、「取込」ボタンを押  

下してファイルの取込を行います。 
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（３）－３チェックリスト出力 

・（３）－１．「個人別入力」、（３）－２．「ファイル取込指示」にて、入力したデータを   

「チェックリスト」に出力し、確認してすることができます。 

『給与計算』－『社会保険』－「チェックリスト出力」 

 

 

 

 

 

 
 

・「社会保険チェックリスト１」 ･･･ 本人情報、従前報酬月額等の確認 

・「社会保険チェックリスト２」 ･･･ 支払基礎日数、調整金額等の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・該当のリストにチェックをつけ作成すると、PDF がダウンロード可能です。 
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（４）〔任意〕仮処理計算指示 

「（３）データ入力（修正）」にて修正された計算結果を確認するため、仮処理を実施し

ます。 

 仮処理確認方法は、「（２）仮処理結果確認」を参照し確認してください。 

『給与計算』－『社会保険』－「計算指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
確認方法は「（２）仮処理結果確認」と同じです。 

  ・「結果メッセージ」でメッセージを確認 

  ・「計算結果情報」（もしくは「外部出力」）より処理結果を確認 
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（５）【必須】本処理計算指示／本処理結果反映の確認 

処理内容が確定しましたら、社会保険処理のお申し込み時に選択いただいた本処理

日の前営業日（『社会保険 年間スケジュール表』の「ＩＮ（データ送信日）」の

日）に以下を実施してください。 

①「本処理指示」ボタンを押下（データの送信） 

②「確認書」が必要な場合は「確認書作成」ボタンを押下し作成することも可能 

（データの入力（修正）がなくても、①「本処理指示」は必要です） 

 また、「（２）仮処理結果確認」の結果、今回の処理対象者がいない場合は、お電話

にて給与チーム 03-3820-5612「社会保険処理対象者なし」の連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本処理結果反映は、本処理日の翌営業日より確認可能です。 

・本処理結果反映の確認方法は「（２）仮処理結果確認」と同じです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「印刷指示」のチェックを外すと、 

届書が出力されなくなりますので、

外さないでください。 

例：４・５・６月が対象の定時決定処理時の場合 
 

社会保険本処理結果が反映されていることをご確認ください。 

支給年月日   ⇒ 20XX/06/XX（６月給与支給日） 

対象年月    ⇒ 20XX/06 

処理内容    ⇒ 1 本処理 

作成元     ⇒ K 社会保険 

１ ２ 
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３－３．〔任意〕社会保険本処理結果確認 

・社会保険の「データ送信日（ＩＮ）」に本処理指示をすると、２営業日後に PROSRV に

て社会保険本処理結果の確認をすることが可能です。 

（１）『最新・社会保険本処理結果.xls』 

『その他』－『外部出力』－「データ出力」「ファイル作成指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「標準提供パターン表示」に☑ 

・「D02 最新・社会保険本処理結果」に☑をし、「作成」ボタンを押下 

『最新・社会保険本処理結果.xls』 

 
・処理結果区分（★ステータス）を中心に社会保険本処理結果を確認 

（「（２）仮処理結果確認（２）－２．データをエクセルに出力して一覧で確認（『外部出  

力』）」参照） 

省略 

★ステータス 
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（２）『社保額確定リスト(社保本処理後.xls』 

『その他』－『外部出力』－「データ出力」「ファイル作成指示」 

・標準提供パターン表示に☑ 

・「D27 社保額確定リスト（社保本処理後」に☑し、「作成」ボタンを押下 

 

『社保額確定リスト（社保本処理後.xls』 

 
  

 
 

 ・処理結果区分（★ステータス）を中心に確認 

（「３－２．【必須】社会保険処理 PROSRVの操作」「（２）【必須】仮処理結果確認」参照） 

 ・社会保険処理対象本処理反映後より出力可能 

  （最新の本処理結果を反映するため、次回社会保険本処理が反映すると出力できなく 

なります） 

 

 

 

 

省略 

続く 

 

★ステータス 
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（３）『社会保険等級別人員一覧表』 

『その他』－『電子帳票』－「電子帳票」「帳票ダウンロード」   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を行った方の各保険料別、性別、等級別の人数表ですので参考にしてください。 
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３－４．【必須】電子申請データ、もしくは届書を各機関へ提出 

・ 社会保険の「データ送信日（ＩＮ）」の２営業日以降に、お客様のご提出方法に合わせ

て以下（１）か（２）を作成し、年金事務所・健康保険組合・厚生年金基金等に届出

を行ってください。 

（１）電子申請データの作成 

（２）届書（『算定基礎届』『月額変更届』PDFファイル）の作成 

※特別なご契約は必要なく全てのお客様が（１）（２）の両方の作成が可能です。 

 

＜（１）電子申請データ（２）届書の作成手順＞ 

『給与計算』－『社会保険』－「結果還元」 
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１．事業所情報登録（初回のみ） 

・事業所情報入力画面より必要事項を入力し、「更新」ボタンを押下します。 

（初めて操作いただくときのみご登録ください） 

①都道府県コードをプルダウンより選択ください。 

②電話番号にハイフン(-)の登録が必要です。 

  ×0310012002 ⇒ ○03-1001-2002 

③ 健康保険組合に加入の場合は、ご登録ください。 

 

２．入力準備 

・入力準備をすることで最新の処理結果を出力することができます。 

・プルダウンより該当の処理月を選択し、「作成」を押下してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：４・５・６月が対象の定時決定処理時 

「20XX/06」を選択の上、作成してください。 

 

１ 

２ 

３ 
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３．明細データ修正（データ修正が必要な場合のみの作業） 

・ＤＣＳの社会保険処理結果に対して修正が必要な場合は、画面より変更可能です。 

 （給与への修正データの引継はありません） 

・新規データの追加はできません。 

・「検索」を押下し、表示する従業員を選択します。 

・外部ファイル取込も可能です。 

（「SHR001_ShakaiHokenTodoke.xls 社会保険届情報」 

 「PROSRV お客様サイト」‐「ダウンロード」‐「PROSRV on Cloud」- 

 「書式・ファイル集」‐「外部取り込みファイル」‐「給与系」よりダウンロード可能） 

・「従前改定年月」がないと日本年金機構提供の届書作成プログラム（仕様チェック 

 プログラム）でエラーとなります。 
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４．ファイル作成指示 

・以下の通り選択し、「作成」ボタンを押下します。 

・「提出先」を選択 

・「届出種類」は、作成したい「算定基礎届」「月額変更届」を選択 

・「MN 連携」は、「連携しない」を選択 

・「出力形式」（１）電子申請データは「電子申請データ」、（２）届書は「帳票（PDF）」を

選択 

・「出力対象」は、作成したいものを選択 

・「作成年月日」は実際の出力年月日をご入力ください。 

・「媒体通番」（３桁）は、前回作成時の数字に＋１した数字が自動表示されます。 

 （「出力形式」が「帳票（PDF）」の場合はブランク可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

（２） 
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５．ファイルダウンロード 

（１）電子申請データの作成 

・CSV ファイル（開かないでください）をダウンロードし、日本年金機構提供の「届書作

成プログラム（仕様チェックプログラム）」にてチェックを行いエラーがないことを確

認のうえ、e-Gov などを利用して電子データを提出してください。 

（マイナポータル API 連携で電子申請する場合は、「※PROSRV on Cloud よりマイナポ

ータル API 連携で電子申請する場合」を参照） 

・「電子媒体届書総括票」「提出ラベル」「CSV 形式届書総括票」は、日本年金機構提供の

「届書作成プログラム（仕様チェックプログラム）」から作成してください。 

  （PROSRV では作成できません） 

 

※PROSRV on Cloud よりマイナポータル API 連携で電子申請する場合 

・詳細は、以下を参照してください。 

＜PROSRVヘルプサイト＞ 

算定基礎届（月額変更届）データをマイナポータル API経由で電子申請したい（社会保険） 

・ご利用には、マイナポータル API 利用認証のため「G ビス ID」の取得が必要です。 

『関連システム』－『電子申請』 

 
① 「事業所情報」の登録、確認をします。（初回のみ） 

②「未申請一覧」に「５．ファイルダウンロード」でできあがった CSV ファイルが自動

連携されていますので、「G ビス ID ログイン」よりログインしマイナポータル API 経由

で電子申請データの提出をします。 

２ 

１ 

（２）届書②月額変更届（次ページ） 

（２）届書①算定基礎届（次ページ） 

（１）電子申請データ （１）電子申請データ 

https://dcs-prosrv.zendesk.com/hc/ja/articles/18563725150489
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（２）届書（『算定基礎届』『月額変更届』PDF ファイル）の作成 

・作成された PDF ファイルをお客様にて印刷し、定時決定該当者は①『算定基礎届』、随

時改定該当者は②『月額変更届』を、直接各提出機関（年金事務所等）への提出をおこ

なってください。 

① 『算定基礎届』例           ②『月額変更届』例 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 
①

② 

③ 

 

⑤  ⑥  ⑦  ⑧  
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・届書の表示内容 

 『算定基礎届』 『月額変更届』 

①総計 支払基礎日数１７日（※１）以上の報

酬の総計 

３か月の報酬の総計 

②平均額 ①総計を支払基礎日数１７日（※１）

以上の月数で割った額   

①総計を３で割った額 

 

③修正平均額 ⑧遡及支払額を除いた①総額を支払

基礎日数１７日（※１）以上の月数で

割った額 

⑧遡及支払額を除いた①総額を３で割

った額 

④備考 ６．短時間労働者 

被保険者区分が全て（前３～１）

「短時間」の時 

７．パート 

被保険者区分が全て（前３～１）

「パート」の時 

９．その他（ｘ月 短時間労働者） 

３か月の間に「被保険者区分」が

「短時間」への変更を含む時 

９．その他（ｘ月 パート） 

「パート」への変更を含む時 

 

ｘ：対象となる月 

３．短時間労働者 

被保険者区分が全て（前３～１）

「短時間」の時 

６．その他（ｘ月 短時間労働者） 

３か月の間に「被保険者区分」が

「短時間」への変更を含む時 

 

 

 

 

 

 

ｘ：対象となる月 

 

 

 『算定基礎届』『月額変更届』共通 

差額処理契約        無         有 

⑤昇(降)給 

XX月 

ブランク（必要に応じて追記） 

（『月額変更届』は通常給外の報酬に

登録がない場合、初月）を印字 

差額処理結果より、遡及開始月を印字 

⑥昇(降)給  

1.昇給 2.降給 

昇(降)給の月額に登録がある月（※２）がプラスなら「1.昇給」マイナスなら 

「2.降給」に○を印字 

⑦遡及支払額 

XX月 

通常給外の報酬に登録がある月（※２）を印字 

⑧遡及支払額 

XXXXXXX円 

（通常給外の報酬前１～３の合計） － （修正平均戻入額前１～３の合計）

を印字 

 

(※１)被保険者区分が「パート」の時、３か月全て支払基礎日数が１７日未満の場合は 

１５日以上の月で計算。 

   被保険者区分が「短時間」の時、支払基礎日数が１１日以上の月で計算。 

 

(※２)複数月ある場合は初月 
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４．適用月の確認作業（定時決定時は９月） 

４－１．〔任意〕社会保険処理結果反映を確認 

   社会保険処理の結果、新標準報酬月額に変更になる従業員を適用月に確認します。 

（１）『社会保険 新保険料一覧表.xls』 

『その他』－『外部出力』－「データ出力」「ファイル作成指示」 

・標準提供パターン表示に☑ 

・「D29 社会保険 新保険料一覧表」に☑し、「作成」ボタンを押下 

『社会保険 新保険料一覧表.xls』          ①    ②           ①    ② 

・新しい①月額②保険料を確認する資料です。 

・②保険料がブランク（空白）の場合は、月額の自動変更をしません。 

・②保険料に＊がある場合、現在の保険料が 0 円にもかかわらず、徴収月に保険料が徴   

収されるようになります。 

保険料の徴収をしたくない場合は、徴収月に「健康保険徴収区分」「介護保険徴収区  

分」「厚生年金徴収区分」（『給与計算』－『給与』－「給与基本」）に「0：徴収しな 

い」のご入力をお願いします。 

（「５－１．[任意]PROSRV給与処理にて確認」「（２）月額修正方法」参照） 

・新社会保険保険料の徴収月の前月本処理後にのみ出力可能。 

（徴収月の給与本処理が終了すると出力できなくなります） 

例）４５６月の定時決定・随時改定処理の場合、以下のとおり出力可能 

     当月徴収先  

定時決定：新保険料が９月徴収のため、８月給与本処理後～９月給与本処理前まで  

      随時改定：新保険料が７月徴収のため、社会保険本処理後～７月給与本処理前まで 

     翌月徴収先 

定時決定：新保険料が１０月徴収のため、９月給与本処理後～１０月給与本処理前まで  

      随時改定：新保険料が８月徴収のため、７月給与本処理後～８月給与本処理前まで  

適用月 

省略 

ｖ

 

    

続く 
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（２）『社会保険新保険料通知書』等にて従業員様への通知 

・必要があれば、給与明細書のコメント情報を利用して、各従業員の方へ新保険料の通

知をおこなってください。 

『給与計算』－『給与』－「コメント情報」 

※Web明細配信サービス（従業員様が給与明細書等をWebで確認する）をご利用のお客様 

「関連システム – Web明細 - 通知書管理」画面にデータを外部取込することにより、 

従業員様がWeb明細画面にてPDFの『社会保険新保険料通知書』を閲覧することも可能です。 

詳細は、以下マニュアルを「PROSRV お客様サイト」‐「各種ドキュメント」‐「PROSRV 

on Cloud」-「マニュアル」よりダウンロードしご確認ください。 

・『Web明細書配信サービス(ポータル版) 操作マニュアル（管理者様用）』 

「2.19. Web明細メニュー 通知書管理 通知書定義設定の利用方法」 

・『Web明細書配信サービス 操作マニュアル（管理者様用）』「4.通知書管理」 

・『社会保険手引書』「Ⅱ.2.10）社会保険新保険料通知書の作成」 

詳細は、以下を参照してください。 

＜PROSRVヘルプサイト＞ 

「社会保険新保険料通知書」を Web明細に配信するための設定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dcs-prosrv.zendesk.com/hc/ja/articles/54506962319257
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５．徴収月の確認作業（定時決定時は１０月（当月徴収は９月）） 

５－１．〔任意〕PROSRV 給与処理にて確認 

  社会保険処理の結果、新標準報酬月額に変更になる従業員の保険料が徴収月に自動

変更されていること確認します。（ＤＣＳが自動的に徴収月の給与処理に反映） 

徴収月に給与仮処理を実施後、仮処理結果にて新保険料に変更になっていること確認

してください。（入力画面（「業務共通」「501 健保月額」「502 厚年月額」は新標準

報酬月額にはなっていません） 

 

（１）新保険料への自動変更確認 

 徴収月に給与仮処理を実施後、仮処理結果にて新保険料に自動変更されていること   

次ページ以降の以下いずれかの方法にて確認します。 

（１）－１．「計算結果情報」画面での確認 

（１）－２．「項目対比」画面での確認 

（１）－３．『外部出力』より確認 

 

 確認後、自動変更させたくない場合は、「（２）月額の修正方法」にて修正してくだ   

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徴収月 
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（１）－１． 「計算結果情報」画面での確認 

①「結果画面設計」 

・「結果画面設計」にて月額と保険料の確認画面を作成いただくと確認が容易です。 

・作成いただいた画面は「項目対比」（『給与計算』－『給与』）でも使用可能です。 

『給与計算』－『給与』－「結果画面設計」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「計算結果情報」より確認 

 

「501 健保月額」「502 厚年月額」と、社

会保険料を表示する結果確認画面を作成 

例：４・５・６月が対象の定時決定処理時、 

  翌月徴収の場合 

 

支給年月日：20XX 年 10 月 XX 日 

処理内容 ：仮処理 
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（１）－２． 「項目対比」画面での確認 

・新月額の反映前月の給与本処理結果と反映月の給与仮処理結果を項目対比のうえ、 

結果を確認することも可能です。 

『給与計算』－『給与』－「項目対比」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・処理を選択すると、まずは各項目の合計に対して差が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「明細」をクリックすると、個人毎の差が表示されます。 

「結果画面設計」（前ページ)で作成した定義 ID を選択 

例：４・５・６月が対象の定時決定処理時、    

  翌月徴収の場合 

「９月給与（本処理）」と 

「１０月給与（仮処理）」を選択 
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（１）－３． 『外部出力』より確認 

・「出力項目設定」にて、「情報カテゴリ：計算結果」、「対象情報：給与計算仮処理結果

（最新）」を選択のうえ、月額と保険料を選択し出力してください。 

・「出力条件設定」は必要があれば設定し、「出力ファイル設定」を設定してください。 

 

『その他』－『外部出力』－「出力項目設定」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『その他』－『外部出力』－「出力ファイル設定」 
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『その他』－『外部出力』－「ファイル作成指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出力ファイル（例） 
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（２）月額の修正方法 

  「（１）新保険料への自動変更の確認」をし、ＤＣＳの社会保険処理結果と違う届出

をした場合など新保険料への自動変更をしたくない場合は、「501 健保月額」

「502 厚年月額」の「今回支給」の欄に正しい標準報酬月額をご入力ください。 

 

 ・「501 健保月額」「502 厚年月額」の「今回支給」の欄に入力がない場合でも、 

  適用月には新しい月額に自動変更されます。また、「前回支給」の欄は、翌月に新    

しい月額に変わります。 

 

『給与計算』－『給与』－「業務共通」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「501 健保月額」「502 厚年月額」の「前回支給」欄 

 

例：４・５・６月が対象の定時決定処理時、翌月徴収の場合 

10 月給与データ入力時 ・・・ 改定前の月額を表示 

11 月給与データ入力時 ・・・ 改定後の月額を表示 

「501 健保月額」「502 厚年月額」の「今回支給」欄 

 

変更がない場合は、入力不要です。 

入力がなくても新しい月額に自動変更します。 


